
献 

血

◆
◆
◆

7
月
の
献
血

●
7
月
25
日
（
土
）

・
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
オ
ー
ク
ワ
有
田
川

店　

10
時
～
12
時
・
13
時
～
16
時
30
分

問 

健
康
推
進
課
（
金
屋
庁
舎
）

医 

療

◆
◆
◆

医
療
費
通
知
の
お
知
ら
せ
時
期

医
療
費
通
知
は
、
国
民
健
康
保
険
の
世

帯
主
宛
て
に
年
6
回
、
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
宛
て
に
年
3
回
、
郵
便
は
が
き

で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
発

送
時
期
・
対
象
と
な
る
診
療
月
に
つ
い
て

は
表
の
と
お
り
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
通
知
は
再
発

行
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
医
療
費
通
知
は
、
税
申
告
の
際
の
医
療

費
控
除
の
申
告
手
続
き
で
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
代
わ
り
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
に
関
す
る
こ
と

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
支
出
で
、

通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

場
合
に
は
、別
途
領
収
書
に
基
づ
い
て「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
作
成
し
、
そ
の

明
細
書
を
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、医
療
費
領
収
書
は
、

確
定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
保
存
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
己

負
担
相
当
額
（
患
者
負
担
額
）
と
、
実
際

に
ご
自
身
が
負
担
さ
れ
た
額
が
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、

自
己
負
担
相
当
額
（
患
者
負
担
額
）
欄
に

記
載
の
額
か
ら
公
費
負
担
医
療
の
額
を
差

し
引
く
な
ど
、
ご
自
身
で
額
を
訂
正
し
て

申
告
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と

は
、税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 【
国
民
健
康
保
険
】住
民
課（
吉
備
庁
舎
）

　
【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
】
和
歌
山
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

　

☎
０
７
３
‐
４
２
８
‐
６
６
８
８

老
人
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
手
続
き

満
67
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
で
、
次
の

①
～
⑤
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
方
を

対
象
に
し
た
医
療
費
の
助
成
制
度
で
す
。

所
得
や
資
産
の
保
有
状
況
は
毎
年
変
動
す

る
こ
と
か
ら
、
毎
年
更
新
申
請
手
続
き
が

必
要
で
す
。

な
お
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は

事
前
に
案
内
と
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
と
印
鑑
な
ど
を
お
持
ち
に
な
り
、

手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が

遅
れ
た
場
合
は
、
資
格
の
適
用
が
遅
れ
る

場
合
が
あ
る
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

受
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

で
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
給
要
件

①
世
帯
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

こ
と
。

②
世
帯
全
員
の
収
入
の
合
計
が
次
の
基
準

以
下
で
あ
る
こ
と
（
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
な
ど
あ
ら
ゆ
る
収
入
を
含
む
）。

　

１
人　

１
０
０
万
円

　

２
人　

１
４
０
万
円

　

３
人　

１
８
０
万
円

※
以
後
１
人
増
え
る
ご
と
に
40
万
円
加
算

③
預
貯
金
・
国
債
・
株
式
な
ど
が
３
５
０
万

円
×
世
帯
人
数
以
下
で
あ
る
こ
と
。

④
現
在
お
住
ま
い
の
土
地
・
家
屋
以
外
の

活
用
で
き
る
資
産
（
田
畑
山
林
な
ど
直

ち
に
処
分
が
難
し
い
も
の
は
除
く
）
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
世
帯
以
外
の
方
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

問 

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

重
度
心
身
障
害
児
（
者
）

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
手
続
き

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
7
月
31

日
（
金
）
で
期
限
が
切
れ
ま
す
。
8
月
以

降
の
新
し
い
受
給
者
証
を
お
渡
し
す
る
の

で
、
更
新
手
続
き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
該
当
者
に
は
事
前
に
案
内
と
申
請

用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

●
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書

・
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
証

・
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証

・
印
鑑

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
障
害
の
程
度
が
確
認
で
き
る
も
の
（
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

問 

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

お知らせお知らせ
診療月 お知らせ時期（予定）

後期（年 3 回） 国保（年 6 回）
1 月 （5 月下旬発送） 5 月上旬2 月

9 月下旬3 月 6 月下旬4 月
5 月 8 月下旬6 月

翌 1 月下旬7 月 10 月下旬8 月
9 月 12 月下旬10 月 翌 5 月下旬

（1 月診療分含む）
11 月 翌 2 月下旬12 月
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